
9. 研究所の管理運営

研究所の管理運営については、その基本方針の決定は協議員会で行い、各事項に関する管理運営方針は各委員

会、研究部門、附属施設、事務部などで検討の上、実施される。附属研究センター（水資源研究センターおよび

地震予知研究センター）においては全国共同利用的に運営されているものもあり、そこでは、外部委員も含めた

運営協議委員会において運営方針が審議されている。

研究所の運営管理について項目別に詳しく見ればおおよそ以下のようにとりまとめることができる。

9.1 研究所の意志決定

研究所長、専任教授および協議員会の会議を経て所長の委嘱した若干名の京都大学教授によって構成される

「防災研究所協議員会」によって、重要な意志決定を行う。

将来計画については「将来計画検討委員会」において検討し、協議員会において審議される。

また、協議員会に先だって「連絡委員会」を開催し、協議員会の議題についてあらかじめ検討するとともに所

内への連絡を依頼して、協議員会における審議の円滑な進行を図っている。連絡委員会は所長の私的諮問委員会

であり、構成委員は研究分野を代表する若干名の教授から構成されているが、機能的には連絡委員会の有効な活

動によって所内の意志は協議員会への議題提案に十分反映できているものと判断される。

9.2 人事選考方法

教授・助教授および非常勤講師の選考は、「防災研究所教員選考内規」に従って協議員会で選考する。助手は

研究部門などからの申し出によるものとしている（協議員会の報告事項）。ただし、助手の配当定員が 2名の研

究部門においては、そのうちの 1名を研究所の改組、拡充のために所内共通の定員として取り扱うことを申し合

わせており、定員配当のアンバランス解消・有効利用にむけて所全体として対応している。助手任用を研究部門

からの申し出によるものとしている現行方法については、最適な候補者を選ぶために関連他部門・分野の意向も

十分に反映できるよう見直しが必要であると考えられる。

いわゆる、公募による候補者の決定は公式には実施していないが、一部には公募に近い形で助手などの選考を

行っている分野もある。

9.3 管理・運営に関する問題点

研究機能を十分に生かすための研究所の管理・運営に関する問題のうちで最も緊急を要するのは研究支援組織

の充実強化である。事務組織の現状は相次ぐ定員削減による人員減により、研究所の組織、財政それに遠隔地の

観測所・実験所など附属施設を多く有するといった特色を考えた場合、余りにも手薄となってきており、運営上

の大きな妨げになってきている。このことはとくに実験・野外観測などを重視している本研究所の研究における

技官の削減についても全く同様である。これらの研究支援組織の充実を早急に図っていく必要がある。

9.4 予算の執行・配分

防災研究所に配当された予算から、光熱水量など宇治構内共通経費および研究所内の共通経費を予め減額した

上で、各研究部門・センターに配当する。配当は教授・助教授および助手への文部省からの配当比率を基準とし

ている。研究所全体で予算をプールしてプロジェクト研究に配当するなどの特別な配当・執行方法は採用してい

なし＼。

-45 -



9.5 概算要求事項の選択

重要な、あるいは全所的な概算要求事項については「将来検討委員会」において検討の上、協議員会において

審議される。協議員会において審議承認後は、選択順位および変更など取扱いを所長に一任するのが通例である。

9.6 自己点検評価の実施状況

平成 5年4月9日に「防災研究所自己点検・評価実施内規」を制定し、自己点検・評価委員会を設置して平成

5年度の自己点検・評価作業を開始した。平成 6年 6月に報告書を印刷公表するべく結果をとりまとめ中である。

自己点検・評価は毎年実施していくが、平成 6年度以降は年度ごとに菫点事項を順次移して自己点検・評価を進

めていく計画である。

9.7 評価をフィードバックするための機構

自己点検・評価の結果に基づいて、改善が必要なものについては所長がこれを改善するために努力することと

している。具体的には、「将来計画検討委員会」あるいは、所内に設置されている関連委員会に検討を諮問し、

その答申について「協議員会」で審議して改善を推進する。
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